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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの改正について（依頼）

平素より、国土交通行政に関して格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、今般、個人情報保護委員会より、番号法の改正に伴い、事業者ガイドラインの一部改正について、

周知依頼がありました。

個人情報保護委員会は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第

37 号）及びデジタル庁設置法（令和３年法律第36 号）の施行による行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成25 年法律第27 号。以下「番号法」という。）の改正（令和３年

９月１日施行）並びに個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律（令和２年法律第44 号）の改

正による番号法の改正（令和２年12 月12 日施行（罰則）、令和４年４月1 日施行（漏えい等））に伴い、

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」（平成26 年特定個人情報保護委員会告

示第５号。以下「事業者ガイドライン」という。）の一部を改正しました（令和３年個人情報保護委員会告

示第９号）。

つきましては、貴会（貴機構）の傘下会員等への周知にご協力くださいますよう、よろしくお願いいたしま

す。

記

１ 改正の概要

⑴ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による番号法の一部改正に伴う

改正（番号法第19条第４号新設）従業者等であった者が他の使用者等における従業者等になった場合

において、当該従業者等の同意があるときは、他の使用者等に対し、当該従業者等の個人番号を含む特

定個人情報の提供が可能となった。

⑵ デジタル庁設置法の施行による番号法の一部改正に伴う改正（情報提供ネットワークシステム）情報

提供ネットワークシステムの設置及び管理が、総務大臣から内閣総理大臣に改正された。

⑶ 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の改正による番号法の一部改正に伴う改正

・法人に対する罰則が強化された（令和２年12月施行）。

・事業者に対して、漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合（情報提供ネットワ

ークシステム等からの特定個人情報の漏えい等、不正の目的をもって特定個人情報が提供された等）

に、委員会への報告（速報・確報の２段階）及び本人通知を行うことが義務化される（令和４年４月

施行）。

※今回のガイドライン改正では、事業者ガイドラインのみ改正を行っているが、行政機関等ガイドラ

インにおいても、今年度中に同様の改正を予定している。

※漏えいに関する規則の改正については、下記URLのサイト内に掲載。

https://www.ppc.go.jp/legal/rouei/

https://www.ppc.go.jp/legal/rouei/


２ 添付資料

【事業者ガイドライン】

○新旧対照表（事業者編）

・事業者ガイドライン（令和３年９月施行分）

・事業者ガイドライン（令和４年４月施行分）

・（別冊）金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（令和３年９月施行分）

・（別冊）金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（令和４年４月施行分）

以上

国土交通省自動車局旅客課（企画班）

電話：03-5253-8569


